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は
じ
め
に

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
様
々
な
特
殊
な
能
力
を
有
す
る
人
々
の
説

話
が
あ
る
。
陰
陽
道
、
医
道
、
歌
道
で
賞
賛
さ
れ
る
者
の
説
話
は

主
に
巻
二
十
四
に
、
ま
た
、
武
芸
に
関
わ
る
者
の
説
話
は
主
に
巻

二
十
三
と
巻
二
十
五
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。１

　

平
安
時
代
、
そ
れ
ら
の
巻
に
収
め
ら
れ
る
よ
う
な
特
殊
な
能
力
の

職
業
は
、
世
襲
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
競
合
氏
族
が
少
な
い

官
職
、
専
門
性
が
高
い
官
職
ほ
ど
成
立
が
早
く
、
十
世
紀
後
半
～

十
二
世
紀
中
ご
ろ
に
世
襲
制
が
確
立
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
今
昔
物

語
集
』
で
は
、
代
々
受
け
継
が
れ
る
優
れ
た
能
力
を
身
に
つ
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
世
を
生
き
抜
い
た
者
た
ち
の
説
話
が
巻
を
成
す
ほ
ど
に

多
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
能
力
が
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
兵
」
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
兵

ノ
家
」
と
い
う
当
時
の
イ
エ
概
念
か
ら
は
み
出
し
つ
つ
も
、
そ
の
能

力
を
評
価
さ
れ
、
編
者
か
ら
親
和
性
を
帯
び
た
眼
差
し
で
捉
え
ら
れ

た
者
た
ち
の
説
話
が
存
在
す
る
。２
本
論
は
、
彼
ら
が
な
ぜ
『
今
昔

物
語
集
』
に
お
い
て
称
賛
さ
れ
る
の
か
、
彼
ら
の
共
通
点
と
は
何
で

あ
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

一
　「
兵
ノ
家
」
か
ら
は
み
出
し
た
者
の
武
勇
譚

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
は
、「
兵
ノ
家
」
の
出
身
で
は
な
い
が
、
武
芸

に
関
わ
っ
て
「
思
量
」
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
人
々
の
説
話
が
収
め

ら
れ
て
い
る
。
彼
ら
が
登
場
す
る
説
話
は
、
巻
十
六
第
二
十
、
巻

二
十
三
第
十
五
、巻
二
十
五
第
七
、巻
二
十
七
第
十
で
あ
る
。こ
の「
思

量
」
に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
触
れ
る
が
、
池
上
洵
一
氏
は
、
そ
れ

ら
の
説
話
を
踏
ま
え
た
上
で
、「
思
量
」
を
「
す
ぐ
れ
た
武
士
な
ら

大

川　

の

ど

か

『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
中
流
貴
族
の
武
勇
譚
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ば
当
然
こ
れ
を
備
え
て
い
る
は
ず
」
の
も
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。３

　
「
兵
ノ
家
」
の
出
身
で
は
な
い
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
兵
」
の
よ
う

な
性
質
を
持
つ
者
と
し
て
語
ら
れ
る
彼
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

巻
に
分
類
さ
れ
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
敢
え
て
、「
家
ニ
非
ヌ
」
と
語
ら

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
論
で
は
こ
れ
ら
の
問
題
点
を
、「
兵
ノ
家
」

と
「
思
量
」
に
着
目
し
て
考
察
し
た
い
。
ま
ず
、「
兵
ノ
家
」
の
出

身
で
は
な
い
が
「
思
量
」
が
あ
る
と
語
ら
れ
る
小
野
武
古
、橘
則
光
、

藤
原
保
昌
、
源
公
忠
の
説
話
を
概
観
し
、「
思
量
」
の
意
味
を
考
え

た
い
。

　

一
人
目
の
人
物
は
、「
大
宰
ノ
大
弐
□
ノ

ト
云
フ
人
」
の
末

子
で
あ
る
。
巻
十
六
「
従
鎮
西
上
人
、
依
観
音
助
遁
賊
難
持
命
語
第

二
十
」
に
入
っ
て
お
り
、
盗
賊
に
捕
ま
っ
た
夫
婦
が
力
を
合
わ
せ
て

切
り
抜
け
る
と
い
う
話
で
、
仏
法
部
に
分
類
さ
れ
「
此
レ
偏
ニ
観
音

ノ
御
助
也
」
と
語
ら
れ
る
が
、
武
勇
譚
と
し
て
の
色
が
濃
い
内
容
と

な
っ
て
い
る
。
こ
の
人
物
は
「
形
チ
美
麗
ニ
シ
テ
心
賢
ク
思
量
有
ケ

リ
。
武
勇
ノ
家
ニ
非
ズ
ト
云
へ
ド
モ
、
力
ナ
ド
有
テ
極
テ
猛
カ
リ
ケ

リ
」（521

頁
）「
心
バ
セ
賢
ク
思
量
有
ル
人
ハ
此
ル
態
ヲ
ナ
ム
シ
ケ
ル
」

（526

頁
）
の
よ
う
に
評
さ
れ
る
。

　

本
話
は
『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
第
十
六
に
類
話
が
あ
り
、
そ
こ
に

は
「
小
野
武
古
」
と
名
前
が
明
記
し
て
あ
る
。４
本
論
で
は
こ
の
説

話
の
人
物
が
小
野
武
古
で
あ
る
も
の
と
し
て
考
察
を
進
め
る
。ま
た
、

『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
に
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
右
の
引
用

部
分
に
該
当
す
る
表
現
は
な
い
。

　

二
人
目
は
巻
二
十
三
「
陸
奥
前
司
橘
則
光
、
切
殺
人
語
第
十
五
」

の
橘
則
光
で
あ
る
。
夜
中
、
則
光
が
盗
賊
三
人
を
相
手
に
一
人
で
切

り
殺
し
難
を
逃
れ
る
が
、
翌
日
事
件
と
は
無
関
係
の
男
が
「
自
分
が

や
っ
た
」
と
言
っ
て
得
意
げ
に
話
し
て
い
た
の
を
聞
き
及
ぶ
と
い
っ

た
内
容
で
あ
る
。
則
光
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

兵
ノ
家
〔
ニ
〕
非
ネ
ド
モ
、心
極
テ
太
ク
テ
思
量
賢
ク
、身
〔
ノ
〕

力
ナ
ド
モ
極
テ
強
カ
リ
ケ
ル
。
見
目
ナ
ド
モ
吉
ク
、
世
ノ
思
エ

ナ
ド
モ
有
ケ
レ
バ
、
人
ニ
所
被
置
テ
ゾ
有
ケ
ル
。（350

頁
）

　

こ
の
類
話
は
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
一
ノ
八
（
一
三
二
）
に
あ

る
。５
こ
ち
ら
に
も
「
兵
の
家
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
人
に
所
置
か
れ
、

力
な
ど
ぞ
い
み
じ
う
強
か
り
け
る
。
世
お
ぼ
え
な
ど
あ
り
け
り
。」

と
い
う
文
が
あ
る
が
、「
思
量
」
は
見
当
た
ら
な
い
。『
今
昔
物
語
集
』

に
比
べ
る
と
や
や
簡
潔
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
ほ
ぼ
同
文
的
類
話
で

あ
る
。

　

三
人
目
は
巻
二
十
五
「
藤
原
保
昌
朝
臣
、
値
盗
人
袴
垂
語
第
七
」

の
藤
原
保
昌
で
あ
る
。
保
昌
が
大
強
盗
袴
垂
に
狙
わ
れ
る
が
、
た
だ

な
ら
ぬ
雰
囲
気
で
袴
垂
を
圧
倒
し
、
手
が
出
せ
な
い
袴
垂
に
衣
を
手

渡
す
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
保
昌
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

此
ノ
保
昌
朝
臣
ハ
家
ヲ
継
タ
ル
兵
ニ
モ
非
ズ
、
□
ト
云
人
ノ
子

也
。
而
ル
ニ
、
露
家
ノ
兵
ニ
モ
不
劣
ト
シ
テ
心
太
ク
、
手
聞
キ
、

強
力
ニ
シ
テ
、
思
量
ノ
有
ル
事
モ
微
妙
ナ
レ
バ
、
公
モ
此
ノ
人

ヲ
兵
ノ
道
ニ
被
仕
ル
ニ
、
聊
心
モ
ト
無
キ
事
無
キ
。
然
レ
、
世

ニ
靡
テ
此
ノ
人
ヲ
恐
ヂ
迷
フ
事
無
限
リ
。但
シ
子
孫
ノ
無
キ
ヲ
、
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家
ニ
非
ヌ
故
ニ
ヤ
、ト
人
云
ケ
ル
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。

（516
頁
）

　

こ
れ
も
類
話
が
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
二
ノ
一
〇
（
二
八
）
に
あ

る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
に
あ
る
よ
う
な
話
末
評
語
は
な
い
。

　

四
人
目
は
巻
二
十
七
「
仁
寿
殿
台
代
御
灯
油
取
物
来
語
第
十
」
の

源
公
忠
で
あ
る
。
内
容
は
、
暗
闇
で
夜
な
夜
な
明
か
り
を
取
っ
て
行

く
も
の
（
正
体
不
明
）
を
公
忠
が
撃
退
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
公
忠
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

兵
ノ
家
ナ
ム
ド
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
、
心
賢
ク
思
量
有
テ
、
物
恐
不

為
ヌ
人
ニ
テ
ナ
ム
有
ケ
ル
。
然
レ
バ
、
此
ル
物
ヲ
モ
不
恐
ズ
シ

テ
、
伺
テ
蹴
ル
ゾ
カ
シ
。
異
人
ハ
、
極
キ
仰
セ
有
ト
云
フ
ト
モ
、

然
許
暗
キ
ニ
、其
ノ
南
殿
ノ
迫
ニ
只
独
リ
立
タ
リ
ナ
ム
ヤ
。（106

頁
）

　

こ
の
類
話
は
残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
。以
上
、『
今
昔
物
語
集
』

に
お
け
る
四
人
の
説
話
を
概
観
し
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
で
は
四

人
を
積
極
的
に
評
価
す
る
人
物
評
が
書
か
れ
て
い
る
。
類
話
と
比
べ

て
も
そ
の
讃
辞
の
分
量
は
多
く
、『
今
昔
物
語
集
』
が
独
自
に
付
け

加
え
た
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
中
で
も
「
思
量
」
と
い
う
言
葉
は
類

話
に
は
見
当
た
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
思
量
」
に
着
目
し
、
先

行
論
を
た
ど
り
つ
つ
、そ
の
意
味
合
い
を
確
認
し
、「
兵
」
と
「
思
量
」

の
関
係
性
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。

二
　『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
兵
」
と
「
思
量
」

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
お
い
て
「
思
量
」「
思
慮
」
の
言
葉
が
体
言
と

し
て
の
用
法
で
用
い
ら
れ
る
話
は
全
部
で
二
十
三
話
、
用
例
と
し
て

は
二
十
七
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
「
思
慮
」
の
字
が
使
わ
れ
て
い
る
の

は
二
話
、
三
例
で
、
全
て
仏
法
部
で
あ
る
。６

　
「
思
量
」
が
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
中
下
級
層
の
人
物
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。
巻
十
第
七
の
安
禄
山
、
巻
十
一
第
十
五
の
宰
相
、
巻

十
一
第
十
五
の
僧
を
除
け
ば
、
大
半
は
名
前
も
伝
わ
ら
な
い
よ
う
な

下
賤
の
者
た
ち
で
あ
る
。
廣
田
徹
氏
は
、「
思
量
」
と
い
う
言
葉
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

こ
の
こ
と
ば
は
人
間
自
身
の
己
の
判
断
が
如
何
様
で
あ
っ
た

か
に
対
す
る
評
価
の
一
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
。
い
う

な
れ
ば
何
も
の
に
も
頼
ら
ず
自
ら
の
力
で
生
き
る
こ
と
を
是
と

す
る
態
度
を
も
示
し
て
い
た
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

に
よ
っ
て
評
さ
れ
る
こ
と
は
す
べ
て
世
俗
的
行
為
に
つ
い
て
で

あ
り
、
仏
法
的
事
柄
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
見
出
し
得
な
か
っ

た
。
特
に
尋
常
な
ら
ざ
る
事
態
に
対
し
、
如
何
に
判
断
し
、
さ

ら
に
は
如
何
に
沈
着
果
敢
に
対
処
す
る
か
が
問
わ
れ
る
際
に
記

さ
れ
て
い
た
も
の
は
、
単
に
よ
く
よ
く
考
え
る
と
か
智
恵
と
か

以
上
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。７

　

権
力
と
は
無
縁
の
、
自
ら
の
力
で
生
き
延
び
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

中
下
級
層
の
人
々
に
「
思
量
」
が
必
要
と
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
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想
像
に
難
く
な
い
。
ま
た
、
小
峯
和
明
氏
が
仏
法
部
（
巻
二
十
第

十
三
）
に
お
け
る
「
思
慮
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　

無
智
の
修
行
が
否
定
さ
れ
、
機
知
機
転
の
「
思
慮
」
が
肝
要
と

さ
れ
る
。
累
々
と
つ
み
あ
げ
ら
れ
て
き
た
持
経
者
や
念
仏
者
の

霊
験
譚
と
は
全
く
対
極
的
な
相
が
こ
こ
に
あ
る
。
仏
法
部
に
配

置
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
論
理
は
「
心
極
テ
太
ク
テ
思
量
賢
ク
」

（
二
三15

）
を
是
と
す
る
〈
王
法
〉
部
の
そ
れ
に
等
し
い
。８　

小
峯
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
仏
法
部
に
お
い
て
さ
え
、「
思
量
」

は
仏
法
を
も
凌
ぐ
力
と
し
て
重
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
思
量
」

は
仏
法
部
に
お
い
て
も
、
王
法
部
の
論
理
に
は
み
出
す
価
値
観
で

あ
っ
た
。『
今
昔
物
語
集
』
編
者
に
と
っ
て
「
思
量
」
は
そ
れ
ほ
ど

重
要
な
能
力
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
小
峯
和
明
氏
は
、
次
の
よ
う
に

も
述
べ
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
に
と
っ
て
最
大
の
関
心
事
は
危
難
に
遭
遇
し
て
生

き
る
か
死
ぬ
か
で
あ
り
、
人
物
へ
の
評
価
の
分
か
れ
目
も
そ
こ

に
あ
ろ
う
。
生
き
る
限
り
に
お
い
て
避
け
ら
れ
ぬ
危
難
と
い
か

に
直
面
し
、
い
か
に
克
服
す
る
か
、
今
の
世
に
い
か
に
生
き
る

か
と
い
う
課
題
が
伏
在
す
る
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
元
木
泰
雄
氏
の
論
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

武
士
以
外
で
も
武
芸
に
堪
能
な
人
物
は
、
剛
胆
さ
は
も
ち
ろ

ん
、
そ
の
思
慮
深
さ
が
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
自
力
救
済
の

世
界
で
勝
利
を
収
め
る
に
は
、
単
に
腕
力
や
武
芸
の
強
弱
で
は

な
く
、
剛
胆
で
思
慮
が
あ
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
の
は
当
然
と

い
え
る
。９

　

こ
の
よ
う
に
「
思
量
」（「
思
慮
」）
は
、
い
ざ
と
い
う
時
、
咄
嗟

の
機
転
で
生
き
抜
く
力
が
あ
る
と
い
う
、「
自
力
救
済
の
世
界
」
に

お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
能
力
で
あ
り
、『
今
昔
物
語
集
』
が
「
危
難

に
遭
遇
し
て
生
き
る
か
死
ぬ
か
」
に
最
大
の
関
心
を
も
っ
て
い
た
の

な
ら
ば
、「
思
量
」
あ
る
者
が
賞
賛
さ
れ
る
の
は
当
然
と
言
え
る
。

　

中
根
千
絵
氏
は
、巻
二
十
第
十
三
に
お
け
る
「
思
慮
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

『
今
昔
物
語
集
』
は
新
し
い
世
界
を
生
き
抜
く
為
の
能
力
と
し

て
道
心
深
き
聖
人
よ
り
も
思
慮
の
あ
る
猟
師
の
能
力
を
選
び

と
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
い
ず
れ
き
た
る
武

者
の
世
を
先
取
り
す
る
発
想
で
も
あ
っ
た
。…
中
略
…
そ
れ
は
、

現
実
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
た
ち
の
智
で
あ
り
、
判
断

力
で
あ
っ
た
の
だ
。  10

　
「
思
量
」
は
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
積
極
的
な
評
価
を
表
す

語
と
し
て
定
義
で
き
る
。
仏
法
説
話
集
で
あ
り
な
が
ら
、「
思
量
」

は
仏
法
に
も
勝
る
能
力
と
し
て
語
ら
れ
る
。『
今
昔
物
語
集
』
が
成

立
し
た
十
二
世
紀
前
半
は
、
貴
族
社
会
か
ら
武
家
社
会
に
移
ろ
う
と

し
て
い
る
、混
沌
の
時
代
で
あ
っ
た
。そ
う
い
う
時
代
に
生
き
る
人
々

に
と
っ
て
求
め
ら
れ
た
の
は
、
咄
嗟
の
判
断
力
で
あ
り
、
生
き
る
力

で
あ
る
「
思
量
」
で
あ
っ
た
。
技
芸
譚
の
巻
で
あ
る
巻
二
十
四
に
は

「
思
量
」
の
用
例
が
見
ら
れ
な
い
が
、技
芸
の
「
道
」
に
通
じ
て
い
る
、
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つ
ま
り
、
代
々
受
け
継
い
だ
そ
の
技
芸
に
習
熟
し
て
い
る
人
々
に
対

し
て
は
、「
思
量
」
と
い
う
語
で
は
評
価
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
思
量
」、「
思
慮
」
の
語
か
ら
、
先
行
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
新
た
な
時
代
を
先
取
り
す
る
よ
う

な
発
想
を
持
っ
て
編
集
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

池
上
洵
一
氏
は
、『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
武
士
と
し
て
の
条

件
に
は
「
身
〔
ノ
〕
力
ナ
ド
モ
極
テ
強
カ
リ
ケ
ル
」「
手
聞
キ
、
強

力
ニ
シ
テ
」
の
よ
う
な
身
体
的
な
力
と
、「
心
極
テ
太
ク
テ
」「
心
太

ク
」の
よ
う
な
精
神
的
な
力
、そ
し
て「
思
量
」が
必
要
だ
と
述
べ
る
。

「
心
太
シ
」
ま
た
は
「
心
猛
シ
」
は
勇
猛
さ
の
根
源
で
あ
り
、

武
士
に
と
っ
て
不
可
欠
の
条
件
で
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
そ

れ
だ
け
で
は
粗
暴
の
代
名
詞
で
あ
る
。
…
中
略
…
第
三
の
条
件

「
思
量
リ
」
こ
そ
が
、
と
も
す
れ
ば
粗
暴
・
暴
力
に
終
わ
り
か

ね
な
い
力
を
社
会
に
公
認
さ
せ
、
本
人
に
と
っ
て
も
有
効
な
も

の
と
す
る
決
定
的
な
条
件
な
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
武
士
な
ら

ば
当
然
こ
れ
を
備
え
て
い
る
は
ず
と
い
う
の
が
、
先
の
加
筆
に

見
ら
れ
る
撰
者
の
意
識
な
の
で
あ
る
。  11

　

こ
れ
は
橘
則
光
が
「
兵
ノ
家
〔
ニ
〕
非
ネ
ド
モ
、
心
極
テ
太
ク
テ

思
量
賢
ク
、身〔
ノ
〕力
ナ
ド
モ
極
テ
強
カ
リ
ケ
ル
」、藤
原
保
昌
が「
家

ヲ
継
タ
ル
兵
ニ
モ
非
ズ
、
□
ト
云
人
ノ
子
也
。
而
ル
ニ
、
露
家
ノ
兵

ニ
モ
不
劣
ト
シ
テ
心
太
ク
、
手
聞
キ
、
強
力
ニ
シ
テ
、
思
量
ノ
有
ル

事
モ
微
妙
ナ
レ
バ
、
公
モ
此
ノ
人
ヲ
兵
ノ
道
ニ
被
仕
ル
ニ
、
聊
心
モ

ト
無
キ
事
無
キ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
、「
イ
エ
」
を
形
成
す
る
「
兵
」
に
「
思
量
」
が
あ
る
と

さ
れ
る
用
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
ま
ず
は
「
兵
」
に
関
わ
る
巻

と
さ
れ
る
巻
二
十
三
と
巻
二
十
五
で
、「
思
量
」
が
あ
る
者
を
確
認

す
る
と
、巻
二
十
三
第
十
五
の
橘
則
光「
心
極
テ
太
ク
テ
思
量
賢
ク
」、

巻
二
十
三
第
十
六
の
橘
季
通
「
此
季
通
思
量
賢
ク
力
ナ
ド
ゾ
極
強

カ
リ
ケ
ル
ニ
」、
巻
二
十
五
第
三
の
源
充
「
手
ノ
聞
ム
方
モ
思
量
モ
、

其
ノ
尊
ノ
有
様
、
皆
ナ
知
タ
リ
」（
地
の
文
で
は
な
く
会
話
文
中
）、

そ
し
て
巻
二
十
五
第
七
の
藤
原
保
昌
「
思
量
ノ
有
ル
事
モ
微
妙
ナ
レ

バ
」
で
あ
る
。
巻
二
十
五
第
三
の
源
充
は
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
で

あ
る
が
、「
思
量
」
は
地
の
文
で
は
な
く
会
話
文
中
で
使
用
さ
れ
て

お
り
、『
今
昔
物
語
集
』
が
冒
頭
や
話
末
で
讃
辞
と
し
て
用
い
た
他

の
用
例
と
、
全
く
同
質
の
意
味
で
の
「
思
量
」
と
は
み
な
せ
な
い
。

こ
れ
を
除
く
と
、『
今
昔
物
語
集
』
は
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
に
対

し
て
「
思
量
」
と
い
う
言
葉
を
、「
兵
」
の
巻
で
あ
る
巻
二
十
三
と

巻
二
十
五
に
お
い
て
使
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し
ろ
、「
兵

ノ
家
」
で
は
な
い
と
さ
れ
る
中
流
貴
族
に
対
し
て
使
用
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
「
思
量
」
は
、「
す
ぐ
れ
た
武
士
な
ら
ば
当
然
こ
れ
を
備
え
て
い
る

は
ず
」
の
も
の
と
は
言
い
難
い
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、『
今
昔

物
語
集
』
は
「
思
量
」
あ
る
者
と
し
て
、
中
流
貴
族
や
そ
れ
以
下

の
身
分
の
者
に
目
を
向
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。「
思
量
」

が
あ
る
と
さ
れ
る
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
中
下
級
層
で
、
大
半
は
名
前

も
伝
わ
ら
な
い
よ
う
な
下
賤
の
者
た
ち
で
あ
る
こ
と
を
前
に
述
べ
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た
。

　
「
兵
」
の
巻
以
外
で
は
、「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
と
し
て
認
め
ら
れ

る
の
は
、巻
二
十
八
第
二
の
源
頼
光
の
郎
等
、平
貞
道
、平
季
武
、（
坂

田
）
公
時
が
い
る
。
こ
の
説
話
は
話
末
評
語
に
「
嗚
呼
ノ
事
也
」
と

あ
り
、
こ
れ
は
「
人
ニ
被
恐
タ
ル
兵
共
」
が
牛
車
に
酔
っ
た
と
い
う

失
敗
譚
を
、
冒
頭
や
話
末
評
語
で
「
思
量
」
が
あ
る
人
物
た
ち
で
あ

る
と
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
「
嗚
呼
」
な
話
で
あ
る
こ
と
を
強

調
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
の
説
話
の
中
に

三
人
へ
の
「
思
量
」
の
評
価
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
巻
二
十
九
第
三
十
の
平
維
時
の
郎
等
で
あ
る
大
紀
二
も
「
並

無
キ
兵
」
で
、し
か
も
「
思
量
」
あ
る
者
で
あ
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、

油
断
を
し
て
小
男
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
語
る
こ
と
で
、
大
紀
二

の
「
嗚
呼
」
は
強
調
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
思
量
」
を
語
る
説
話

で
な
い
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
二
話
に
お
け
る
「
思
量
」
は
、「
嗚
呼
」

の
強
調
に
機
能
す
る
も
の
と
言
え
る
。「
兵
」
と
共
に
用
い
ら
れ
て

い
る
「
思
量
」
は
、
す
べ
て
失
敗
譚
で
あ
り
、
笑
い
話
で
あ
り
、
愚

か
さ
の
強
調
に
す
ぎ
な
い
。

　
「
思
量
」
が
「
兵
」
に
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
は
極
め
て
少
な
い

上
に
、そ
の
少
な
い
用
例
も
「
思
量
」
を
語
る
説
話
で
は
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、「
思
量
」
を
「
す
ぐ
れ
た
武
士
な
ら
ば
当
然
こ
れ
を
備
え

て
い
る
は
ず
」
の
も
の
と
し
て
、「
兵
」
と
直
ち
に
結
び
つ
け
る
べ

き
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
兵
ノ
家
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
」
と
さ
れ
る
人
物
が
、
実

は
も
う
一
人
い
る
。
巻
二
十
九
第
二
十
七
の
源
章
家
で
あ
る
。
章
家

は
『
尊
卑
分
脈
』  12

に
よ
れ
ば
醍
醐
源
氏
で
あ
り
、
中
流
貴
族
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
章
家
は
、「
思
量
」
が
あ
る
と
は
語
ら
れ
な
い
。

こ
の
点
が
小
野
武
古
、
橘
則
光
、
藤
原
保
昌
、
源
公
忠
と
区
別
し
、

と
も
に
論
じ
な
い
理
由
で
あ
る
が
、
実
は
章
家
に
も
同
様
の
視
点
か

ら
の
評
価
が
下
さ
れ
て
い
る
。

兵
ノ
家
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
、
心
極
テ
猛
ク
テ
、
昼
夜
朝
暮
ニ
生
命

ヲ
殺
ス
ヲ
以
テ
役
ト
セ
リ
。
凡
ソ
、
此
ノ
章
家
ガ
心
バ
ヘ
ハ
、

人
ト
モ
不
思
エ
ヌ
事
共
ナ
ム
多
カ
リ
ケ
ル
。（354

頁
）

　

こ
こ
で
「
兵
ノ
家
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
」
が
掛
か
っ
て
い
る
の
は
「
心

極
テ
猛
ク
テ
、
昼
夜
朝
暮
ニ
生
命
ヲ
殺
ス
ヲ
以
テ
役
ト
セ
リ
」
で
あ

り
、
精
神
的
な
力
と
具
体
的
な
力
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
思
量
」
の

語
が
な
く
て
も
「
兵
」
と
し
て
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

新
勢
力
で
あ
る
軍
事
貴
族
を
統
御
す
る
機
能
と
し
て
は
、「
公
ニ

被
仕
ル
」
と
い
う
表
現
が
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
の
公
中
心
主

義
に
つ
い
て
、
森
正
人
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

今
昔
物
語
集
に
お
い
て
、
兵
の
繁
栄
あ
る
い
は
存
在
自
体
も
、

常
に「
公
ニ
仕
ル
」こ
と
と
結
び
つ
け
て
叙
述
さ
れ
、
し
か
も
そ

の
場
合「
公
モ
…
…
仕
ハ
セ
給
ヒ
」「
公
モ
…
…
被
仕
ル
」と〈
公
〉

を
主
体
に
し
た
表
現
が
多
い
の
は
、
兵
を〈
公
〉＝
編
者
の
認
識

方
法
の
統
御
の
も
と
に
置
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。  13

　

武
力
集
団
で
あ
り
危
険
な
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
達
を
、「
公
」

へ
収
斂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
統
御
し
よ
う
と
す
る
編
者
の
意
識
が
働
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い
て
い
た
と
す
る
森
氏
の
論
を
肯
定
し
た
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
粗

暴
・
暴
力
と
し
て
脅
威
に
な
り
か
ね
な
い
「
兵
」
を
、
社
会
に
公
認

さ
せ
る
た
め
と
い
う
理
由
で
「
思
量
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。「
兵
」
と
「
思
量
」
は
、
本
来
別
の
次

元
で
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

三
　
中
流
貴
族
の
武
勇
譚
成
立
の
背
景

　
『
今
昔
物
語
集
』
で
は
「
兵
ノ
家
ニ
ハ
非
ネ
ド
モ
」
と
語
ら
れ
て

い
る
小
野
武
古
、
橘
則
光
、
藤
原
保
昌
、
源
公
忠
で
あ
る
が
、
史
実

か
ら
見
て
も
本
当
に
「
兵
ノ
家
」
の
者
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
な
ぜ
、

「
兵
」の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
者
と
し
て
語
ら
れ
た
の
か
。こ
こ
で
は
、

記
録
や
他
の
説
話
な
ど
の
資
料
か
ら
、
親
族
に
ど
の
よ
う
な
人
物
が

い
た
の
か
、
系
譜
や
人
物
像
を
探
り
、
四
人
の
共
通
点
と
は
何
か
を

考
察
す
る
。

１　

小
野
武
古

　

ま
ず
は
小
野
武
古
に
つ
い
て
だ
が
、
こ
の
人
物
に
関
す
る
資
料
は

残
念
な
が
ら
見
当
た
ら
な
い
。『
尊
卑
分
脈
』
に
は
父
好
古
ま
で
の

系
図
が
載
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
武
古
の
八
代
前
が
小
野
妹

子
で
あ
り
、
三
代
前
は
小
野
篁
で
、
武
古
は
そ
の
曾
孫
に
当
た
る
。

ま
た
、
小
野
小
町
も
血
縁
に
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

武
古
の
父
好
古
は
『
古
事
談
』
四
―
一
〇
、（
三
一
三
）
に
よ
れ
ば
、

「
追
捕
使
左
近
衛
少
将
小
野
好
古
を
遣
は
し
て
長
官
と
為
し
」  14

と

あ
り
、
藤
原
純
友
を
捕
ら
え
る
た
め
に
追
捕
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
た

武
将
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
、『
後
撰
和

歌
集
』
に
好
古
の
昇
進
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆
く
次
の
和
歌
も
伝

わ
る
。小

野
好
古
朝
臣
、
西
の
国
の
討
手
の
使
に
ま
か
り
て
、
二
年
と

い
ふ
年
、
四
位
に
は
か
な
ら
ず
ま
か
り
な
る
べ
か
り
け
る
を
、

さ
も
あ
ら
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
か
ゝ
る
事
に
し
も
指
さ
れ
に
け

る
事
の
や
す
か
ら
ぬ
よ
し
を
愁
へ
送
り
て
侍
け
る
文
の
返
事
の

裏
に
、
書
き
つ
け
て
つ
か
は
し
け
る

源
公
忠
朝
臣

一
一
二
三　

玉
匣
ふ
た
と
せ
あ
は
ぬ
君
が
身
を
あ
け
な
が
ら
や

は
あ
ら
む
と
思
し

小
野
好
古
朝
臣

一
一
二
四　

あ
け
な
が
ら
年
ふ
る
こ
と
は
玉
匣
身
の
い
た
づ
ら

に
な
れ
ば
な
り
け
り
  15

　

武
古
は
「
兵
ノ
家
」
で
は
な
い
と
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
父
好
古
は

武
官
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
た
。
ま
た
、『
公
卿
補
任
』
で
は
「
安
和

元
年
薨
前
参
議
従
三
位
」  16

と
あ
る
が
、『
今
昔
物
語
集
』
や
『
長

谷
寺
観
音
験
記
』
で
は
「
大
宰
ノ
大
弐
」
と
さ
れ
る
な
ど
、
資
料
を

見
る
限
り
は
四
位
五
位
の
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
期
間
が
長
か
っ
た
よ

う
で
あ
り
、
和
歌
の
や
り
取
り
か
ら
は
そ
の
位
へ
の
不
満
が
伝
わ

る
。
系
図
に
見
え
る
子
孫
は
四
位
五
位
の
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
。
武

古
も
ま
た
、『
長
谷
寺
観
音
験
記
』
に
「
従
五
位
下
」
と
あ
る
よ
う
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に
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
篁
や
好
古
が
最
終
的
に

従
三
位
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
そ
の
子
孫
は
没
落
の
一
途

を
辿
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

小
野
氏
は
、
高
橋
昌
明
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
は
武
官
系

武
士
で
あ
っ
た
。  17

し
か
し
、
次
第
に
学
問
の
家
と
な
り
、「
兵
ノ
家
」

を
形
成
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
好
古
は
武

官
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
た
人
物
で
あ
っ
た
。

２　

橘
則
光

　

続
い
て
橘
則
光
の
資
料
を
見
て
い
く
。『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、

則
光
の
位
は
従
四
位
上
で
あ
り
、
親
や
子
孫
に
い
た
っ
て
も
ひ
た
す

ら
中
流
貴
族
で
あ
る
。
橘
氏
は
、諸
兄
の
頃
を
最
盛
期
と
し
て
、徐
々

に
没
落
し
て
い
っ
た
家
系
で
あ
る
。
し
か
し
、
則
光
の
祖
父
好
古
の

頃
に
は
「
大
納
言
正
三
位
」
と
あ
り
、『
公
卿
補
任
』
に
も
「
天
禄

三
年
薨
大
納
言
従
三
位
」
と
あ
る
の
で
、
一
旦
は
再
興
し
た
か
に
見

え
る
が
、
そ
の
後
大
納
言
に
な
る
よ
う
な
者
は
出
な
い
。

　

橘
氏
は
学
館
院
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
学
問
の
家
で
あ
り
、
則
光
の

息
子
た
ち
は
『
尊
卑
分
脈
』
に
も
歌
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ

る
。『
江
談
抄
』
三
四
に
よ
れ
ば
、
祖
父
好
古
は
漢
詩
に
重
ね
て
自

分
の
身
の
上
を
訴
え
た
。  18

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
親
類
た
ち
と
は

対
照
的
に
則
光
自
身
は
和
歌
が
苦
手
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
関
し
て

『
枕
草
子
』
七
十
八
、八
十
段
に
、
夫
婦
関
係
に
あ
っ
た
清
少
納
言
と

の
や
り
と
り
が
記
さ
れ
て
い
る
。  19

則
光
の
和
歌
は
『
金
葉
和
歌

集
』  20

、『
続
詞
花
和
歌
集
』  21

に
は
、
一
首
ず
つ
入
集
し
て
い
る
。

　

則
光
の
人
物
像
に
関
し
て
、長
野
甞
一
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

則
光
の
ご
と
き
武
勇
の
士
な
れ
ば
こ
そ
、
和
歌
が
不
得
意
な
こ

と
を
素
直
に
み
と
め
、
そ
れ
が
大
き
ら
い
な
こ
と
を
大
胆
率
直

に
告
白
し
て
い
る
の
だ
と
私
は
思
う
。
朴
訥
で
は
あ
る
が
、
誠

実
、
血
の
め
ぐ
り
は
お
そ
い
が
手
脚
の
動
き
は
早
く
、
こ
う

と
約
し
た
こ
と
は
ど
こ
ま
で
も
貫
く
男
、
そ
れ
が
則
光
で
あ

る
。  22

　

学
問
の
家
で
あ
る
橘
氏
の
中
で
、
和
歌
が
苦
手
な
則
光
は
異
色
の

人
物
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
三
に
は
則
光
の
説
話
の
次
に
、

息
子
季
通
の
説
話
、「
駿
河
前
司
橘
季
通
、
構
逃
語
第
十
六
」
が
あ

る
。
こ
れ
は
季
通
が
あ
る
女
房
の
元
に
忍
ん
で
行
っ
た
と
こ
ろ
、
そ

の
家
の
侍
た
ち
に
閉
じ
籠
め
ら
れ
る
が
、
共
の
小
舎
人
童
の
機
転
と

季
通
自
身
の
「
思
量
」
で
上
手
く
逃
げ
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
こ
の

説
話
で
は
則
光
と
は
違
い
、
太
刀
を
振
る
っ
て
敵
を
倒
す
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
な
い
が
、
季
通
も
「
此
季
通
思
量
賢
ク
力
ナ
ド
ゾ
極
強

カ
リ
ケ
ル
ニ
」
と
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
む
し
ろ
小
舎
人
童
の
機
転

の
方
が
冴
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
話
末
評
語
に
「
此
季
通

ハ
陸
奥
前
司
則
光
朝
臣
ノ
子
也
。
此
レ
モ
心
太
ク
力
有
ケ
レ
バ
、
此

ク
モ
逃
也
ト
ナ
ム
語
リ
伝
ヘ
タ
ル
ト
ヤ
。」
と
あ
り
、
則
光
と
と
も

に
季
通
も
ま
た
、
賞
賛
す
べ
き
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
則
光

に
関
し
て
は
『
江
談
抄
』
二
五
「
橘
則
光
盗
を
搦
む
る
事
」
に
も
次

の
よ
う
な
話
が
あ
る
。
則
光
が
盗
人
を
捕
ら
え
、
こ
こ
で
も
「
勇
力
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人
に
軼
ぐ
」
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
『
権
記
』
長
徳
四

（
九
九
八
）
年
十
一
月
に
も
記
事
が
載
っ
て
お
り
、「
則
光
朝
臣
慮
外

來
捕
法
師
」
と
あ
る
。  23

則
光
は
斉
信
に
仕
え
て
い
た
。
そ
し
て
主

人
の
家
に
偶
然
居
合
わ
せ
た
則
光
が
咄
嗟
に
凶
悪
の
法
師
を
捕
ら
え

た
。
こ
れ
は
『
今
昔
物
語
集
』
で
の
則
光
像
に
近
い
。
則
光
は
実
際

に
も
「
兵
」
の
よ
う
な
力
を
持
つ
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、

『
小
右
記
』
長
徳
三
（
九
九
七
）
年
四
月
十
六
、十
七
日
の
記
事
に
も

則
光
の
こ
と
が
載
っ
て
い
る
。  24

こ
の
記
事
の
内
容
を
要
約
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
則
光
の
主
人
で
あ
る
斉
信
ら
が
道
長
の
家
か
ら

帰
る
途
中
、
花
山
院
の
近
衛
ら
が
乱
暴
を
し
た
。
そ
の
翌
日
賀
茂
祭

の
行
列
の
帰
り
を
見
物
す
る
た
め
に
来
て
い
た
花
山
院
が
、
行
列
が

来
る
前
に
急
に
帰
っ
て
行
っ
た
。
そ
の
頃
、
道
長
、
斉
信
ら
も
ま
た

見
物
に
来
て
お
り
、
昨
日
の
事
件
の
こ
と
を
話
し
合
い
、
乱
暴
を
働

い
た
花
山
院
の
従
者
ら
を
捕
ら
え
よ
う
と
話
し
合
っ
て
い
た
。
花
山

院
は
下
手
人
の
引
き
渡
し
に
応
じ
な
か
っ
た
。
こ
の
時
則
光
は
検
非

違
使
で
あ
っ
た
が
、
花
山
院
の
乳
母
子
で
あ
っ
た
た
め
、
花
山
院
に

通
謀
し
て
い
た
と
い
う
疑
い
が
か
か
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

則
光
は
花
山
院
の
乳
母
子
で
あ
り
、
ま
た
、
斉
信
に
仕
え
る
身
で

あ
る
た
め
苦
し
い
立
場
に
置
か
れ
て
い
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の

は
、
則
光
が
検
非
違
使
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
江
談
抄
』

や
『
権
記
』
で
の
活
躍
は
、
単
純
に
則
光
が
検
非
違
使
で
あ
っ
た
た

め
に
、
職
務
を
果
た
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
検
非
違

使
は
都
を
警
護
す
る
集
団
で
あ
り
、
当
然
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
が

あ
る
。
実
際
、
資
料
中
で
の
則
光
は
「
勇
力
」
を
も
っ
て
盗
人
を
捕

ら
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
武
を
も
っ
て
朝
廷
に
仕
え
る
者
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
う
一
度
『
尊
卑
分
脈
』
に
戻
る
と
、
則
光
の
他
に
も

こ
の
よ
う
な
人
物
が
い
た
。
則
光
の
兄
弟
に
則
隆
が
い
る
が
、
そ
の

孫
の
以
綱
が
鎮
守
府
将
軍
に
な
っ
て
い
る
。鎮
守
府
将
軍
と
い
え
ば
、

源
平
の
「
兵
」
た
ち
が
よ
く
任
命
さ
れ
て
い
た
職
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
他
に
も
、『
尊
卑
分
脈
』
に
は
名
が
見
え
な
い
が
、『
今

昔
物
語
集
』
巻
二
十
五
第
二
に
は
則
光
の
祖
父
で
あ
る
好
古
の
子
と

さ
れ
る
橘
遠
保
と
い
う
人
物
の
名
が
見
え
、
純
友
追
討
の
命
を
受
け

て
戦
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
小
野
好
古
の
場

合
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
橘
氏
は
「
兵
ノ
家
」
で
は
な
い

と
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
武
に
関
わ
っ
て
朝
廷
に
仕
え
た
の
で
あ
る
。

３　

藤
原
保
昌

　

三
人
目
は
藤
原
保
昌
で
あ
る
。
保
昌
は
「
家
ヲ
継
タ
ル
兵
ニ
モ
非

ズ
」
と
さ
れ
な
が
ら
も
、「
兵
」
の
巻
で
あ
る
巻
二
十
五
第
七
に
分

類
さ
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
森
正
人
氏
は
、欠
話
と
な
っ
て
い
る「
源

頼
親
朝
臣
、
令
罰
清
原
□
語
第
八
」
が
保
昌
の
郎
等
清
原
致
信
が
殺

害
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
こ
と
、
保
昌
と
頼
親
に
姻
戚
関
係
が
あ
る
こ

と
な
ど
か
ら
妥
当
だ
と
し
て
い
る
。  25

保
昌
の
妹
は
満
仲
の
妻
で

あ
っ
た
。

　
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
保
昌
の
位
は
正
四
位
下
で
受
領
を
歴

任
す
る
中
流
貴
族
で
あ
り
、『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
の
説
話
で
の
活

躍
に
違
わ
ず
、「
勇
士
武
略
之
長
」
と
さ
れ
て
い
る
。
保
昌
の
親
や
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子
孫
、
親
類
た
ち
も
中
流
貴
族
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
祖
父

元
方
は
「
正
三
位
大
納
言
」
と
あ
る
。
保
昌
の
家
系
は
元
方
の
時
に

栄
華
の
兆
し
が
あ
っ
た
。
も
し
も
女
御
安
子
が
子
を
産
ん
で
い
な
け

れ
ば
、
元
方
の
孫
が
天
皇
と
な
り
、
一
門
は
栄
え
、
保
昌
も
出
世
し

て
い
た
か
も
し
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
祖
父
元
方
の
死
後
に
つ
い

て
、『
栄
花
物
語
』
巻
第
一
「
月
の
宴
」  26

に
よ
れ
ば
、
元
方
の
娘
、

祐
姫
（
村
上
更
衣
）
の
子
が
帝
位
に
就
け
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
、

怨
霊
と
な
っ
た
元
方
が
祟
り
を
な
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

保
昌
の
近
親
に
は
粗
暴
な
者
が
多
い
。
ま
ず
、
弟
保
輔
が
『
尊
卑

分
脈
』
に
「
強
盗
張
本
本
朝
第
一
武
略
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
保
輔

に
関
す
る
資
料
は
多
く
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
一
ノ
二
（
一
二
五
）

に
は
「
保
輔
盗
人
タ
ル
事
」
と
い
う
説
話
が
あ
る
。
こ
こ
で
の
「
盗

人
の
長
に
て
ぞ
あ
り
け
る
」
と
い
う
言
葉
は
、『
今
昔
物
語
集
』
で

保
昌
の
説
話
に
登
場
す
る
袴
垂
の
「
盗
人
の
大
将
軍
」
と
い
う
言
葉

と
よ
く
似
て
お
り
、
保
輔
が
袴
垂
に
匹
敵
す
る
大
盗
賊
で
あ
っ
た
こ

と
が
わ
か
る
。『
続
古
事
談
』
五
―
四
五
、一
六
で
は
、
保
輔
が
捕
縛

さ
れ
て
自
害
に
至
る
ま
で
が
詳
し
く
記
さ
れ
る
。  27

『
江
談
抄
』
や

『
日
本
紀
略
』
永
延
二
（
九
八
八
）
年
六
月
に
も
同
様
の
記
事
が
あ

る
。  28

　

ま
た
、
弟
保
輔
と
と
も
に
兄
斉
明
も
犯
罪
者
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る

資
料
が
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』で
は
斉
光
の
子
と
さ
れ
て
い
る
が
、『
日

本
紀
略
』
や
『
小
右
記
』
の
記
述
か
ら
、
そ
れ
は
誤
り
で
斉
明
は
保

昌
の
兄
で
あ
る
も
の
と
考
え
る
。『
日
本
紀
略
』
寛
和
元
（
九
八
五
）

年
五
月
の
記
事
に
、「
十
三
日
丁
巳
。被
定
犯
人
左
兵
衞
尉
藤
原
齋
明
。

幷
舍
弟
散
位
保
輔
罪
科
事
。」
と
あ
る
。
さ
ら
に
『
小
右
記
』
永
観

三
（
九
八
五
）
年
三
月
二
十
七
日
に
は
「
齋
明
刄
傷
匡
衡
、
弟
保
輔

朝
臣
又
刃
傷
播
磨
介
季
孝
」
と
あ
る
。  29

以
上
か
ら
、
兄
斉
明
も
傷

害
事
件
を
起
こ
し
た
無
法
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

父
致
忠
に
つ
い
て
は
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
三
第
十
三
の
説

話
に
よ
れ
ば
父
致
忠
も
殺
人
犯
で
佐
渡
国
へ
流
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

他
に
も
致
忠
は
『
江
談
抄
』
二
四
に
、
石
を
買
わ
ず
に
手
に
入
れ
た

狡
猾
な
人
物
と
し
て
語
ら
れ
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
家
系
を
追
っ
て
み
れ
ば
、『
今
昔
物
語
集
』
巻

二
十
八
第
三
十
八
に
は
叔
父
陳
忠
の
説
話
が
あ
る
。
陳
忠
は
谷
底
に

落
ち
る
も
茸
を
い
っ
ぱ
い
掴
ん
で
上
が
っ
て
き
た
、「
受
領
ハ
倒
ル

所
ニ
土
ヲ
爴
メ
」
と
い
う
が
め
つ
い
受
領
と
し
て
有
名
な
人
物
で
あ

る
。
叔
父
陳
忠
は
郎
等
に
嘲
笑
さ
れ
、
そ
れ
を
自
覚
し
つ
つ
も
開
き

直
っ
た
よ
う
な
態
度
を
示
す
。
没
落
貴
族
の
一
つ
の
処
世
術
と
も
取

れ
る
態
度
で
あ
る
。
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
保
昌
の
近
親
に
は
剛

胆
な
人
物
、
無
法
者
が
多
く
い
た
。

　

で
は
、
保
昌
自
身
は
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
。
伊
藤
博

氏
は
説
話
の
中
で
の
保
昌
像
に
つ
い
て
、
親
族
に
大
強
盗
や
殺
人
犯

な
ど
無
法
者
が
多
い
点
か
ら
、
周
り
の
影
響
で
作
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ

で
し
か
な
い
と
述
べ
る
。  30

保
昌
は
道
長
に
仕
え
て
い
た
が
、『
御

堂
関
白
記
』  31

に
は
、
保
昌
の
記
事
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
史
実
と

し
て
は
、
真
面
目
な
能
吏
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
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ま
た
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』
巻
一
一
ノ
一
一
（
一
三
五
）
に
は
、『
今

昔
物
語
集
』で
の「
思
量
」あ
る
保
昌
に
通
ず
る
よ
う
な
説
話
が
あ
る
。

「
思
量
」
と
い
う
語
こ
そ
な
い
が
、
保
昌
が
直
感
力
に
優
れ
、
一
瞬

で
物
事
を
見
抜
く
力
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。『
今
昔
物
語
集
』

巻
十
九
第
七
に
も
保
昌
の
名
は
見
え
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
昔
、
藤
原
ノ
保
昌
ト
云
フ
人
有
ケ
リ
。
兵
ノ
家
ニ
テ
非
ズ
ト

云
ヘ
ド
モ
、
心
猛
ク
シ
テ
弓
箭
ノ
道
ニ
達
レ
リ
。
此
ノ
人
丹
後

ノ
守
ト
シ
テ
有
ケ
ル
間
、
其
ノ
国
ニ
シ
テ
朝
暮
ニ
郎
等
・
眷
属

ト
共
ニ
鹿
ヲ
狩
ヲ
以
テ
役
ト
ス
。（131

頁
）

　

こ
の
説
話
で
は
保
昌
は
狩
り
に
出
て
い
る
が
、「
弓
箭
ノ
道
」
に

達
し
て
い
た
と
さ
れ
る
こ
と
は
特
筆
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
説
話

の
中
で
の
保
昌
は
あ
く
ま
で
「
兵
」
ら
し
い
人
物
な
の
で
あ
る
。
高

橋
昌
明
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

武
士
が
王
と
国
家
の
護
り
で
あ
り
、
そ
の
武
技
が
弓
箭
こ
と
に

「
弓
馬
の
芸
」
に
あ
る
と
い
う
点
こ
そ
、
宋
・
高
麗
な
ど
同
時

期
の
東
ア
ジ
ア
国
家
の
武
力
と
通
底
す
る
、
日
本
の
武
士
の
本

来
的
な
姿
で
あ
る
。  32

　
『
今
昔
物
語
集
』
で
も
、
巻
二
十
五
第
一
で
将
門
が
「
我
レ
弓
箭

ノ
道
ニ
足
レ
リ
」
と
言
っ
て
い
る
な
ど
、「
兵
」
が
し
ば
し
ば
弓
箭

と
結
び
付
け
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。「
勇
士
武
略
之
長
」
と
さ
れ

る
保
昌
を
含
め
、
そ
の
近
親
に
は
剛
胆
な
人
物
や
無
法
者
が
多
く
お

り
、「
兵
ノ
家
」
で
あ
る
源
満
仲
・
頼
親
と
の
姻
戚
関
係
も
あ
っ
た
。

４　

源
公
忠

　

最
後
は
源
公
忠
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、

公
忠
は
従
四
位
下
で
あ
る
。
祖
父
は
光
孝
天
皇
で
あ
り
、
父
國
紀
の

代
か
ら
源
氏
姓
を
賜
っ
た
。公
忠
は
源
氏
二
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

尊
い
出
自
に
あ
り
な
が
ら
、
出
世
す
る
こ
と
の
叶
わ
な
い
家
系
で
あ

る
。
ま
た
、
則
光
の
場
合
と
同
じ
く
、
公
忠
の
息
子
信
孝
も
鎮
守
府

将
軍
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
、
高
橋
昌
明
氏
が
武
士
の
呪
術
的
な
役
割
に
つ
い
て
、「
超

人
的
武
勇
を
誇
る
武
者
は
、
絶
倫
の
勇
武
ゆ
え
に
生
け
る
破
魔
弓
と

し
て
の
効
果
を
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、

『
今
昔
物
語
集
』
で
の
公
忠
に
は
、「
辟
邪
の
武
」
と
し
て
の
効
果
が

期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。  33

公
忠
は
『
尊
卑
分
脈
』
に

「
依
延
喜
御
事
頓
死
蘇
生
人
」
と
あ
り
、『
江
談
抄
』
三
三
に
も
「
公

忠
の
弁
た
ち
ま
ち
に
頓
滅
す
る
も
蘇
生
し
、に
は
か
に
参
内
す
る
事
」

と
い
う
話
が
あ
る
、
霊
的
な
人
物
で
も
あ
る
。  34

　

他
に
公
忠
の
「
死
」
と
関
連
し
た
説
話
と
し
て
は
『
大
和
物
語
』

百
一
  35

に
、
藤
原
季
縄
が
死
に
際
に
公
忠
に
和
歌
を
贈
っ
た
と
い

う
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、『
貫
之
集
』
に
よ
れ
ば
紀
貫
之
に
も
死
に

際
に
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
。  36

『
貞
信
公
記
』
に
は
「
朱
雀
院
別
當

公
忠
・
貫
之
朝
臣
等
如
舊
可
補
」  37

と
あ
り
、
公
忠
と
貫
之
の
親
交

が
あ
っ
た
こ
と
は
史
実
で
あ
ろ
う
。
公
忠
は
和
歌
を
好
み
、
よ
く
詠

ん
だ
人
物
で
も
あ
る
。  38

勅
撰
集
に
は
二
十
一
首
入
集
し
て
お
り
、

私
家
集
に
『
公
忠
集
』
が
あ
る
。
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さ
て
、
公
忠
の
子
信
孝
は
鎮
守
府
将
軍
と
い
う
「
兵
」
の
よ
う
な

職
で
あ
っ
た
が
、『
三
十
六
人
歌
仙
傳
』
に
よ
れ
ば
、
公
忠
は
蔵
人

の
職
に
当
た
っ
て
い
た
時
期
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。  39

公
忠
が
従

兄
弟
で
あ
る
醍
醐
天
皇
の
蔵
人
と
し
て
仕
え
、
そ
の
信
任
を
得
て
い

た
こ
と
は
『
大
鏡
』
に
見
え
る
。
鷹
に
熱
中
す
る
も
、「
公
事
を
お

ろ
そ
か
に
し
、
狩
を
の
み
せ
ば
こ
そ
は
罪
は
あ
ら
め
。
一
度
政
を
も

か
か
で
、
公
事
を
よ
ろ
づ
勤
め
て
後
に
、
と
も
か
く
も
あ
ら
む
は
、

な
ん
で
ふ
こ
と
か
あ
ら
む
」  40

と
言
わ
れ
、
公
忠
の
真
面
目
な
性
格

も
窺
え
る
。
醍
醐
天
皇
に
関
し
て
は
、『
貞
信
公
記
』
に
「
有
官
奏
、

公
忠
朝
、
仰
木
工
寮
可
令
作
醍
醐
寺
事
、
同
弁
、
但
明
日
可
仰
」
と

あ
り
、
御
願
寺
の
造
営
も
行
っ
て
い
る
。
そ
の
蔵
人
を
降
り
て
、
平

織
り
の
装
束
に
着
替
え
て
参
内
し
た
の
を
見
た
女
房
と
や
り
と
り
し

た
歌
が
『
公
忠
集
』
に
入
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
道
理
な
い
こ
と
を

慨
嘆
し
た
心
情
が
垣
間
見
え
る
。

お
な
じ
御
時
、
五
位
の
く
ら
ゐ
と
な
り
け
る
を
、
く
ら
ゐ
さ
ら

せ
給
ひ
け
れ
ば
、
ひ
ら
ぎ
ぬ
の
そ
う
ぞ
く
に
な
り
て
ま
ゐ
り
た

り
け
る
を
み
て
、
女
ば
う

　
　

お
と
も
な
く
ぬ
ぎ
か
へ
て
け
る
か
ら
衣

　
　
　

と
い
ひ
け
る
を
聞
き
て

　
　

あ
や
な
き
も
の
は
よ
に
こ
そ
あ
り
け
れ
  41

　

公
忠
は
多
芸
な
人
物
で
あ
っ
た
よ
う
で
、『
源
氏
物
語
』「
梅
枝
」

に
は
薫
物
の
名
人
と
し
て
名
が
見
え
、  42

『
貞
信
公
記
』
に
も
「
香

御
辛
樻
事
、
仰
公
忠
朝
臣
」
と
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、公
忠
は
和
歌
、鷹
、薫
物
に
優
れ
た
蔵
人
で
あ
っ

た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
説
話
で
は
霊
的
な
も
の
に
も
通
ず
る
人

物
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
公
忠
は
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
で
は
な

か
っ
た
が
、
息
子
信
孝
は
鎮
守
府
将
軍
で
あ
り
、
武
と
関
わ
る
者
が

家
系
に
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

四
　『
今
昔
物
語
集
』
に
お
け
る
「
兵
」

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
小
野
武
古
、
橘
則
光
、
藤
原
保
昌
、
源
公
忠

に
は
い
く
つ
か
共
通
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
、
一
代
ま

た
は
二
代
前
が
三
位
以
上
の
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
家
は
栄
華

の
好
機
を
掴
み
損
ね
た
た
め
に
没
落
し
て
い
き
、
中
流
貴
族
へ
の
道

を
辿
る
。
昇
進
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
、
小
野
好
古
が
和
歌
で
、
橘

好
古
が
漢
詩
で
嘆
い
て
い
た
こ
と
や
、
藤
原
元
方
が
怨
霊
に
な
っ
た

こ
と
、
源
公
忠
自
身
が
和
歌
で
世
を
儚
ん
で
い
た
こ
と
も
共
通
し
て

い
よ
う
。
一
方
で
、
親
族
の
中
に
武
官
や
鎮
守
府
将
軍
な
ど
、
武
を

も
っ
て
朝
廷
に
仕
え
た
者
や
、「
兵
」
の
よ
う
な
剛
胆
さ
を
持
つ
者

が
い
た
。
保
昌
の
場
合
は
「
兵
ノ
家
」
と
の
姻
戚
関
係
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
四
人
と
も
、
全
く
「
兵
」
と
無
関
係
な
家
と
い
う
訳
で
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
彼
ら

は
「
兵
ノ
家
」
の
者
と
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

で
は
、「
兵
ノ
家
」
の
者
と
は
一
体
ど
う
い
う
者
な
の
か
。
高
橋

昌
明
氏
は
、
近
代
社
会
で
は
学
校
、
教
科
書
を
通
じ
て
知
識
が
教
授
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さ
れ
る
の
に
対
し
、
前
近
代
社
会
で
は
個
人
か
ら
個
人
へ
、
実
践
的

な
知
識
の
習
得
が
な
さ
れ
、「
家
」
単
位
で
、
技
術
は
世
襲
に
よ
っ

て
伝
承
さ
れ
る
と
論
じ
る
。
そ
し
て
「
兵
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
家

柄
の
出
身
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

…
武
芸
を
家
業
と
す
る
と
は
、
家
の
生
業
で
あ
る
と
と
も
に
、

家
の
務
め
で
あ
り
、「
兵
ノ
道
」
を
家
の
道
と
す
る
こ
と
を
意

味
し
て
い
た
。

　

こ
う
な
る
と
、
た
ん
に
個
人
的
に
武
芸
に
堪
能
な
だ
け
で

は
、
武
士
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
武
士
で
あ
る
た
め
に
は
「
兵
ノ

家
」の「
家
ヲ
継
タ
ル
兵
」で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。  43

「
累
代
弓
箭
の
家
業
を
逞
し
う
し
、
武
勇
の
威
風
を
振
ふ
」  44

者
が

「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
で
あ
り
、
源
頼
義
は
「
累
葉
武
勇
の
家
に
出

で
」  45

と
言
わ
れ
、
源
義
光
は
「
武
芸
不
覇
の
家
に
生
ま
れ
」  46

と

言
わ
れ
る
。
ま
た
、『
続
本
朝
往
生
伝
』
に
「
武
士
に
は
満
仲
・
満
正
・

維
衡
・
致
頼
・
頼
光
、
皆
こ
れ
天
下
の
一
物
な
り
」  47

と
あ
り
、
こ

の
五
人
を
典
型
的
な
「
家
ヲ
継
タ
ル
兵
」
と
す
る
。

　

ま
た
、
佐
藤
哲
氏
の
論
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
但
シ
子
孫
ノ
无
キ
ゾ
、
家
ニ
非
ヌ
故
ニ
ヤ
ト
」
＝
単
に
一
代

限
り
の
豪
傑
が
い
て
も
、
そ
れ
は
「
兵
の
家
」
と
は
言
え
ず
、

血
脈
と
し
て
代
々
朝
廷
に
対
し
武
力
を
も
っ
て
勤
仕
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
「
兵
の
家
」
の
意
識
が
当
代
確
立

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。  48

た
だ
本
人
の
み
が
「
兵
」
と
し
て
の
能
力
を
持
ち
、そ
の
能
力
を
も
っ

て
朝
廷
に
仕
え
て
い
た
と
し
て
も
、「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
人
及
び
そ
の
祖
先
、
子
孫
も
「
兵
」

と
し
て
の
能
力
を
持
ち
、
そ
の
能
力
を
も
っ
て
朝
廷
に
仕
え
て
い
る

こ
と
が
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
の
条
件
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
高
橋
昌
明
氏
は
衛
府
や
馬
寮
の
武
官
の
一
部
と
滝
口
を
武

官
系
武
士
と
呼
ん
で
い
る
。
彼
ら
は
紀
・
小
野
・
坂
上
・
文
室
氏
な

ど
の
者
で
、
十
世
紀
半
ば
ま
で
に
学
問
の
家
に
な
っ
て
い
っ
た
。
小

野
武
古
の
家
系
が
ま
さ
に
そ
れ
で
あ
る
。
元
々
武
官
系
武
士
で
あ
っ

た
小
野
氏
で
あ
り
、
時
代
が
下
っ
て
か
ら
も
武
官
と
し
て
好
古
が
出

た
に
も
拘
わ
ら
ず
、『
今
昔
物
語
集
』
は
武
古
を
「
兵
ノ
家
」
で
は

な
い
と
語
る
。
武
官
系
武
士
の
代
表
的
存
在
と
も
い
え
る
滝
口
は
、

巻
十
九
第
二
十
五
、
巻
二
十
第
十
、
巻
二
十
四
第
十
一
、
巻
二
十
七

第
十
二
、
巻
二
十
七
第
四
十
一
、
巻
二
十
八
第
三
十
五
に
登
場
し

て
い
る
。
こ
れ
ら
全
て
の
用
例
に
お
い
て
、『
今
昔
物
語
集
』
は
滝

口
を
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
と
説
明
し
て
い
な
い
。
巻
二
十
七
第

四
十
一
で
、「
心
猛
ク
思
量
有
ケ
ル
」
と
さ
れ
る
滝
口
で
も
、「
兵
」

で
あ
る
と
さ
え
語
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
五
は
「
兵
」
の
巻
で
あ
る
。
そ
こ
に
は

新
勢
力
で
あ
る
源
平
の
説
話
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。高
橋
昌
明
氏
は
、

彼
ら
を
軍
事
貴
族
と
呼
ぶ
。

代
わ
り
に
登
場
し
て
き
た
の
が
、
承
平
・
天
慶
の
乱
鎮
圧
の
実
績

を
持
つ
賜
姓
皇
族
（
源
・
平
）
と
そ
の
他
若
干
の
家
系
（
秀
郷
流
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藤
原
氏
・
大
蔵
氏
な
ど
）
で
あ
る
。
…
中
略
…
彼
ら
を
軍
事
貴
族

と
し
て
の
武
士
と
呼
ぶ
。  49

　
『
今
昔
物
語
集
』
に
と
っ
て
の
「
兵
ノ
家
」
の
「
兵
」
と
は
、
源

平
を
は
じ
め
と
し
た
新
勢
力
、つ
ま
り
軍
事
貴
族
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

小
野
武
古
、
橘
則
光
、
藤
原
保
昌
、
源
公
忠
は
「
兵
」
の
よ
う
な
性

質
を
持
ち
、
本
人
や
親
類
に
武
官
と
し
て
朝
廷
に
仕
え
た
者
が
い
た

に
も
拘
わ
ら
ず
、
軍
事
貴
族
で
は
な
い
た
め
に
「
兵
ノ
家
ニ
ハ
非
ネ

ド
モ
」
と
語
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

お
わ
り
に

　

小
野
武
古
、
橘
則
光
、
藤
原
保
昌
、
源
公
忠
は
、「
兵
ノ
家
」
の

出
身
で
は
な
い
が
「
思
量
」
が
あ
る
と
い
う
共
通
の
認
識
を
さ
れ
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
た
巻
に
収
め
ら
れ
た
。「
兵
」
の
よ
う

な
彼
ら
で
は
あ
っ
た
が
、『
今
昔
物
語
集
』
の
言
う
「
兵
ノ
家
」
の

「
兵
」
で
は
な
い
た
め
、
全
て
を
巻
二
十
五
に
収
め
る
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
。「
思
量
」
は
様
々
な
巻
に
用
例
が
あ
り
、
王
法
部
だ
け

で
な
く
仏
法
部
に
も
見
え
る
。
つ
ま
り
、「
思
量
」
は
ど
の
巻
に
あ
っ

て
も
重
要
な
能
力
で
あ
り
、「
兵
ノ
家
」
の
出
身
で
は
な
い
の
に
「
兵
」

の
よ
う
な
性
質
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
、
混
沌
と
し
た
時
代
の

転
換
期
に
お
い
て
は
評
価
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
権
力
と

は
遠
く
出
世
も
叶
わ
ず
、
ま
た
軍
事
貴
族
の
よ
う
な
脅
威
に
な
り

得
る
集
団
武
力
も
持
た
な
い
中
流
貴
族
が
、「
兵
」
の
よ
う
な
性
質

を
持
っ
て
剛
胆
に
生
き
て
い
る
姿
に
、『
今
昔
物
語
集
』
は
「
思
量
」

と
い
う
語
を
も
っ
て
評
価
し
た
の
で
あ
る
。

＊
『
今
昔
物
語
集
』
の
本
文
は
全
て
以
下
に
依
っ
た
。

今
野
達
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
一
』（
一
九
九
九 

岩
波
書
店
）

小
峯
和
明
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
二
』（
一
九
九
九　

岩
波
書

店
）

池
上
洵
一
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
三
』（
一
九
九
三　

岩
波
書

店
）

小
峯
和
明
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
四
』（
一
九
九
四　

岩
波
書

店
）

森
正
人
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

今
昔
物
語
集
五
』（
一
九
九
六　

岩
波
書
店
）

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―

注１　

森
正
人
『
今
昔
物
語
集
の
生
成
』（
一
九
八
六
・
二　

和
泉
書
院
）

　

巻
二
十
四
と
巻
二
十
五
、
及
び
そ
の
周
辺
の
巻
の
分
類
に
つ
い
て
、
森
正
人

氏
は
本
朝
部
の
巻
二
十
一
か
ら
巻
二
十
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
。

　
　

二
一　
〔
皇
室
史
〕（
欠
巻
）

　
　

二
二　

藤
氏
史
（
１
～
８
）

　
　

二
三　

武
威
強
力
譚
（
１
３
～
２
６
）

　
　

二
四　

技
芸
文
学
譚
（
１
～
５
７
）

　
　

二
五　

兵
史
（
１
～
１
４
）

　

森
氏
は
巻
二
十
一
、二
十
二
、二
十
五
に
歴
史
的
叙
述
性
が
高
い
と
し
、
本
朝

編
王
法
部
の
は
じ
め
を
〈
皇
室
史
〉〈
藤
氏
史
〉〈
兵
史
〉
と
す
る
の
が
原
初

構
想
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
巻
十
〈
震
旦
史
〉
と
の
対
応
関
係
が
次
の
よ
う

に
な
る
と
す
る
。
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一
〇
・
１
～
８　
　
　

王
朝
史
―
二
一
〔
皇
室
史
〕（
欠
巻
）

　
　
　
　
　

９
～
１
４　
　

賢
人
伝
―
二
二
藤
氏
史

　
　
　
　
　

１
５
～
１
８　

武
人
伝
―
二
三
兵
史
（
現
巻
二
五
）

　

現
在
の
巻
二
十
五
は
、
は
じ
め
は
巻
二
十
三
の
位
置
に
あ
り
、
現
在
の
巻

二
十
三
が
第
十
三
話
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
は
、
切
り
離
さ
れ
た
ま
ま
番

号
を
整
理
し
な
か
っ
た
た
め
と
考
察
さ
れ
て
い
る
。

２　

川
尻
秋
生
『
日
本
の
歴
史　

第
４
巻　

揺
れ
動
く
貴
族
社
会
』

（
二
〇
〇
八
・
三　

小
学
館
）

　
「
で
は
、
本
格
的
な
イ
エ
は
、
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は

一
〇
世
紀
中
ご
ろ
、
の
ち
に
九
条
流
、
小
野
宮
流
な
ど
と
呼
ば
れ
る
儀
式
作

法
の
流
派
を
形
成
し
た
藤
原
師
輔
・
実
頼
兄
弟
の
こ
ろ
で
あ
る
。
師
輔
は
『
九

条
年
中
行
事
』、
実
頼
の
養
子
実
資
は
『
小
野
宮
年
中
行
事
』
を
著
わ
し
、
独

自
の
年
中
行
事
や
儀
式
を
ま
と
め
あ
げ
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
門
流
は
、
ラ

イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
。
ま
だ
、
中
世
の
よ
う
な
堅
い
結
束
を
伴
っ
て
は
い

な
い
が
、
祖
先
崇
拝
や
儀
礼
な
ど
で
一
定
の
ま
と
ま
り
を
も
つ
イ
エ
が
、
こ

の
こ
ろ
成
立
し
た
の
だ
。」

３　

池
上
洵
一
『
今
昔
物
語
集
の
研
究
』（
二
〇
〇
一
・
一　

和
泉
書
院
）

４　

永
井
義
憲
『
長
谷
寺
観
音
験
記　

天
正
本
異
本
』（
一
九
五
三
・
七　

古
典

文
庫
）

５　

以
下
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
、
三
木
紀
人
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系

　

宇
治
拾
遺
物
語　

古
本
説
話
集
』（
一
九
九
〇　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

６　
「
思
量
」
に
つ
い
て
は
そ
の
多
く
が
王
法
部
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
思
量
」

と
「
思
慮
」
の
使
わ
れ
方
の
違
い
を
、
用
例
か
ら
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、

な
ぜ
表
記
が
違
っ
て
い
る
の
か
は
今
の
と
こ
ろ
不
明
だ
が
、『
今
昔
物
語
集
』

で
は
、
こ
の
「
思
量
」（「
思
慮
」）
の
有
無
で
、
そ
の
人
の
精
神
的
な
力
量
を

表
現
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

７　

廣
田
徹
「『
今
昔
物
語
集
』
本
朝
部
に
み
る
「
思
量
」
考
」『
札
幌
大
学
女

子
短
期
大
学
部
紀
要
』（
一
九
九
六
・
三
）

８　

小
峯
和
明『
今
昔
物
語
集
の
形
成
と
構
造
』（
一
九
八
五
・
一
一　

笠
間
書
院
）

９　

元
木
泰
雄
「
内
乱
と
兵
の
今
昔
物
語
集
」
小
峯
和
明
編
『
今
昔
物
語
集
を

読
む
』（
二
〇
〇
八
・
一
二　

吉
川
弘
文
館
）

10　

中
根
千
絵『
今
昔
物
語
集
の
表
現
と
背
景
』（
二
〇
〇
〇
・
一　

三
弥
井
書
店
）

11　

注
３
に
同
じ
。
ま
た
、
広
田
徹
「
今
昔
物
語
本
朝
部
に
お
け
る
兵
譚
」『
國

學
院
雑
誌
』（
一
九
六
五
・
一
二　

國
學
院
大
學
）は「
兵
」に
必
要
な
も
の
を「
心

猛
シ
」
と
「
思
量
」
だ
と
す
る
。

12　

以
下
『
尊
卑
分
脈
』
は
、国
史
大
系
『
尊
卑
分
脈
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。

13　

注
１
に
同
じ
。

14　

川
端
善
明
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
事
談　

続
古
事
談
』

（
二
〇
〇
五　

岩
波
書
店
）

15　

片
桐
洋
一
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

後
撰
和
歌
集
』（
一
九
九
〇　

岩
波

書
店
）
こ
の
類
話
は
『
大
和
物
語
』
四
に
も
あ
る
。

16　

以
下
『
公
卿
補
任
』
は
、国
史
大
系
『
公
卿
補
任
』（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
る
。

17　

高
橋
昌
明
『
武
士
の
成
立　

武
士
像
の
創
出
』（
一
九
九
九
・
一
一　

東
京

大
学
出
版
会
）

18　

以
下
、『
江
談
抄
』
は
、
後
籐
昭
雄
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

江
談
抄　

中
外
抄　

富
家
語
』（
一
九
九
七　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

19　

渡
辺
実
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

枕
草
子
』（
一
九
九
一　

岩
波
書
店
）

20　

川
村
晃
生
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

金
葉
和
歌
集　

詞
花
和
歌
集
』

（
一
九
八
九　

岩
波
書
店
）

21　
『
新
編
国
歌
大
観　

第
二
巻
』（
一
九
八
四
・
三
）

22　

長
野
甞
一
『
今
昔
物
語
集
の
鑑
賞
と
批
評
』（
一
九
七
八
・
四　

明
治
書
院
）

23　

渡
辺
直
彦『
史
料
纂
集　

権
記
』（
一
九
七
八
・
一
二　

続
群
書
類
従
完
成
会
）

24　

川
俣
馨
一
『
史
料
大
成　

小
右
記
一
』（
一
九
三
六
・
一
一　

内
外
書
籍
）

25　

注
１
に
同
じ
。
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26　

山
中
裕
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

栄
花
物
語
一
』（
一
九
九
八　

小
学
館
）

27　

川
端
善
明
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

古
事
談　

続
古
事
談
』

（
二
〇
〇
五　

岩
波
書
店
）

28　

国
史
大
系『
日
本
紀
略
後
編　

百
錬
抄
』（
一
九
二
九
・
一
二　

吉
川
弘
文
館
）

29　

注
２
４
に
同
じ
。

30　

伊
藤
博
「
和
泉
式
部
と
藤
原
保
昌
」
松
尾
聰
『
源
氏
物
語
と
そ
の
周
辺
文

学　

研
究
と
資
料
』（
一
九
八
六
・
五　

武
蔵
野
書
院
）

31　

山
中
裕
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈　

寛
仁
元
年
』（
一
九
八
五
・
一
二　

高
科

書
店
）

　
　

山
中
裕
『
御
堂
関
白
記
全
註
釈　

寛
仁
二
年
上
』（
一
九
九
〇
・
六　

高
科

書
店
）

32　

注
１
７
に
同
じ
。

33　

注
１
７
に
同
じ
。

34　

類
話
は
『
古
事
談
』『
神
道
集
』
な
ど
に
も
見
え
る
。

35　

阪
倉
篤
義
ほ
か
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和

物
語
』（
一
九
五
七　

岩
波
書
店
）
こ
の
他
『
宇
治
拾
遺
物
語
』『
古
本
説
話
集
』

に
も
類
話
が
あ
る
。

36　

木
村
正
中
『
新
潮
日
本
古
典
集
成　

土
佐
日
記　

貫
之
集
』（
一
九
八
八　

新
潮
社
）

37　

以
下
『
貞
信
公
記
』
は
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
古
記
録　

貞

信
公
記
』（
一
九
五
六
・
三　

岩
波
書
店
）
に
よ
る
。

38　
『
大
鏡
』
で
公
忠
の
和
歌
が
賞
賛
さ
れ
て
い
る
。

39　
『
群
書
類
従
』「
三
十
六
人
歌
仙
傳
」

40　

橘
健
二
ほ
か
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

大
鏡
』（
一
九
九
六　

小
学
館
）

41　

公
忠
集
３
１
番
『
新
編
国
歌
大
観　

第
三
巻
』（
一
九
八
五
・
五
）

42　

柳
井
滋
ほ
か
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

源
氏
物
語
三
』（
一
九
九
五　

岩

波
書
店
）

43　

注
１
７
に
同
じ
。

44　
『
群
書
類
従
』「
異
制
庭
訓
往
来
」

45　

日
本
思
想
大
系
『
往
生
伝　

法
華
験
記
』「
続
本
朝
往
生
伝
」（
一
九
七
四

　

岩
波
書
店
）

46　
『
続
群
書
類
従
』「
後
拾
遺
往
生
伝
」

47　
『
群
書
類
従
』「
続
本
朝
往
生
伝
」

48　

佐
藤
哲
「
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
「
兵
ノ
家
」
の
位
置
―
巻
二
十
五
の
構

成
意
識
を
中
心
と
し
て
―
」『
語
文
（
日
本
大
学
）』（
一
九
八
八
・
一
二　

日

本
大
学
国
文
学
会
）

49　

注
１
７
に
同
じ
。

（
お
お
か
わ　

の
ど
か
）


